
  

先進加工技術懇話会運営規定 

１． 名  称 先進加工技術懇話会 

２． 目  的 放電加工、レーザ加工、電解加工等を中心にした先進的加工技術・手法・

研究等の情報交換および勉学 

３． 事業内容 原則として年に４回の例会、講演会、見学会その他必要な事業 

４． 構  成 Ａ会員：企業等所属の参加者 

Ｂ会員：大学・官公庁等所属の参加者 

名誉会員：幹事会が特に認めたもの 

５． 役  員 会長１名、副会長若干名、幹事若干名、会計監査１名を委員中より互選

する。役員の任期は２年とし、再任は妨げない。 

６． 会計年度 会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日までとする。 

７． 会  費 Ａ会員所属企業等から年額 36,000 円 

Ｂ会員から年額 3,000 円 

但し、年度途中の入会については回数割りとする。 

８． 名誉会員 本会の発展に顕著な貢献をなした会員で、幹事会が認めた者は名誉会員

となることができる。会費は幹事会の議を経て減免することができる。 

９． 名誉会長 本会の会長を務め、本会の発展に顕著な貢献をなして、幹事会が認めた

者は名誉会長となることができる。会費は幹事会の議を経て減免するこ

とができる。 

１０． 事 務 局 本会事務局を岡山大学 大学院 自然科学研究科 特殊加工学研究室内に

置く。 

 住所：〒700-8530 岡山市北区津島中 3丁目 1番 1号 

TEL ：086－251－8037，8038，8039 

FAX ：086－251－8039 

附 則 この規定は，１９９６年６月２８日から施行する。 

附 則 この規定は，２０００年４月２０日から施行する。 

附 則 この規定は，２００２年４月１９日から施行する。 

附 則 この規定は，２００４年４月１６日から施行する。 

附 則 この規定は，２００９年４月１７日から施行する。 

附 則 この規定は，２０１３年４月１９日から施行する。 

附 則 この規定は，２０１５年４月１７日から施行する。 

附 則 この規定は，２０１６年５月２０日から施行する。 

附 則 この規定は，２０１８年４月２０日から施行する。 


